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男女共同参画 と多様性社会の推進にあたっては 、平成11年の男女共同参画 社会基

本法のもと、誰にとっても生きやすく多様性を認め合う社会を目指し、様々な取り組

みが行われてまいりました。少子高齢化に伴う労働力不足やライフスタイルの多様化、

国際化などの社会情勢の急激な変化に対応していくためにも、性別、年齢、国籍等に

かかわりなく、多様性を認め合い、それぞれの能力が十分に発揮できる環境づくりが

必要となっています。  

 

北上市では、 平成 31年４月に「北上市 男女共同参画と多様性社会を推進する条例 」

を策定し、年齢、障がいの有無、国籍や文化的背景の違い、性別等にかかわらず、そ

れぞれの違いや共通点を認め合い、誰もが対等な立場で参画できる地域社会の実現に

向け取り組んでいます。  

この度、現行の「きたかみ男女共同参画プラン」の計画期間が終 了することから、

これまでの成果と課題を踏まえるとともに、この条例の基本理念を実現するため、新

たに「きたかみ男女共同参画・多様性社会推進プラン」を策定しました。本プランを

推進するに当たっては、市、議会、市民、事業者、教育に携わる者がそれぞれの役割

を果たし、行動していくことが重要になりますので、皆様の御理解と御協力をお願い

申し上げます。  

 

 結びに、策定にあたり貴重な御意見をいただきました「北上市男女共同参画・多様

性社会推進委員会」の委員の皆様をはじめ、アンケートやヒアリング調査に御協力く

ださいました市民・団体の皆様に心から感謝申し上げます。  

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

令和３年３月  

北上市長  髙  橋  敏  彦        

 

は じ め に 

 



 

≪目次≫  

第１章  策定にあたって  

１  策定の趣旨         １  

２  位置づけ         ２  

３  計画期間         ２  

４  きたかみ男女共同参画プラン（平成 23～令和２年度）の  

達成状況と主な課題        ２  

５  きたかみ男女共同参画・多様性社会推進プラン  

策定にあたっての方向性       ４  

 

第２章  計画の基本的な考え方  

１  目指す姿         ５  

２  基本理念         ５  

３  基本目標         ６  

４  計画の体系図         ７  

 

第３章  施策の展開  

基本目標１  

 あらゆる場において多様な生き方の選択ができる環境づくり   ９  

基本目標２  

 あらゆる分野における活動方針の立案と決定に参画する機会の確保  11 

基本目標３  

 ワーク・ライフ・バランス実現のための支援     14 

基本目標４  

 多様な担い手が活躍できる地域活動の推進     18 

基本目標５  

年齢、障がいの有無、国籍や文化的背景の違い、性別等を理由とする  

日常生活の支障を取り除くための取組の推進     20 

基本目標６  

 性別等を理由とする差別的な取扱い、暴力やハラスメントの根絶  23 

基本目標７  

 防災や災害対応における男女共同参画と多様性の視点を取り入れた  

取組の推進         25 

基本目標８  

 生涯にわたる教育の場における学習機会の提供     26 



 

基本目標９  

 広報啓発活動の充実、調査研究、情報の収集と提供    28 

 

第４章  計画の推進  

１  計画の推進にあたって       29 

２  市民・事業者や各種団体との連携      29 

３  国や県等との連携        29 

４  計画の進行管理        29 

５  きたかみ男女共同参画・多様性社会推進プラン推進体制   30 

 

参考資料  

１  各種法令         33 

２  世界・国・県の動向        38 

３  男女共同参画と多様性社会に関するアンケート調査の結果   39 

４  委員名簿         48 

５  経過          49 

６  用語解説         50 

 

 



 第１章 策定にあたって  

1 

第１章 策定にあたって  

 

１  策定の趣旨  

日本国憲法では、すべての国民が性別等に関わりなく、基本的人権の享有や個

人の尊重、また法の下の平等が保障されています。  

平成11年に制定された「男女共同参画社会基本法」では、「男女が、社会の対

等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利

益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」を「男女共同参画社

会」と定義づけ、その実現は、 21世紀の我が国社会を決定する最重要課題として

位置づけられました。  

平成13年には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以

下、「配偶者暴力防止法」という。）」、平成 15年には「次世代育成支援対策推

進法（以下、「次世代法」という。）」が制定され、男女共同参画社会の実現に

向け、法整備が進められました。岩手県においては、平成 14年に「岩手県男女共

同参画推進条例」が制定されています。  

平成27年には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下、「女

性活躍推進法」という。）」が制定され、この法律により市町村においては女性

活躍推進の計画策定が求められており、また、企業に対しては女性の積極的な登

用が期待されています。当市では、平成 13年に最初の「きたかみ男女共同参画プ

ラン（平成13～平成22年度）」を策定し、平成23年からは「きたかみ男女共同参

画プラン（平成 23～令和２年度）」により、様々な施策を展開してきました。平

成27年度には「きたかみ男女共同参画プラン」の前期５年間の実績を検証し、各

種法令及び制度との整合性、社会情勢の変化を踏まえ、「北上市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」と連携して、中間見直しを実施しました。  

一方で、平成26年には「障害者権利条約」が締結され、平成28年に「障害を理

由とする差別の解消の推進に関する法律（以下、「障害者差別解消法」という。）」

が施行され、当市に居住する外国人との共生を推進するため「北上市多文化共生

指針」を同年に策定するなど、障がい者や外国人などに配慮した環境整備を進め

てきました。  

また、平成31年には「年齢、障害の有無、国籍及び文化的背景の違い、性別並

びに性的指向及び性自認にかかわらず、一人ひとりが違った個性及び能力を持つ

個人として尊重され、それぞれの違い又は共通点を認め合い、多様な人々が能力

を発揮できる調和のある社会」を「多様性社会」と定義し、誰もがいきいきと自

分らしく暮らせる地域社会を目指して「北上市男女共同参画と多様性社会を推進

する条例」（以下、「条例」という。）を制定しました。  

これらの背景を踏まえて、これまでの男女共同参画の視点に新たに多様性社会

の視点を加えた「きたかみ男女共同参画・多様性社会推進プラン」を策定し、条

例が目指す姿の実現に向けて、総合的かつ効果的に計画を推進していきます。  
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２  位置付け  

(1) 本計画は、条例第12条に基づく「基本計画」として策定するものです。  

(2) 本計画は、配偶者暴力防止法第２条の３第３項に定める「市町村基本計画」を

兼ねるものとします。  

(3) 本計画は、女性活躍推進法第６条第２項に定める「市町村推進計画」を兼ねる

ものとします。  

 

３  計画期間  

本計画の期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とします。なお、社

会情勢の変化などを踏まえ、必要に応じて計画内容の見直しを行います。  
 

Ｈ13～22年度 Ｈ23～Ｒ2年度 Ｒ3～7年度 

きたかみ  

男女共同参画プラン  

きたかみ  

男女共同参画プラン  

きたかみ男女共同

参画・多様性社会

推進プラン 

  
 

  

 

４  きたかみ男女共同参画プラン（平成23～令和２年度）の達成状況と主な課題  

平成23年に策定した「きたかみ男女共同参画プラン」は、基本理念に基づき３

つの基本目標を定め、施策を推進してきました。基本目標ごとの主な指標の達成

状況と課題については、次のとおりです。  
 

きたかみ男女共同参画プラン（平成23～令和２年度）の体系図  

 

 

 

 

 

 

 

(1) 基本目標１：男女共同参画意識啓発の推進  

市民を対象にした男女共同参画と多様性社会に関する講座では、参加者がこの

10年間で約3,000人に達しており、平成30年度の市民意識調査では「男性は仕事、

女性は家庭」という性別による役割分担意識に賛成しない人の割合が７割を超え

るなど、市民意識の向上が見られました。  

その一方で、家庭内暴力に関する相談窓口の認知度は５割程度に留まるなど、

女性に対する暴力をなくす運動に合わせ、広報・啓発を継続して実施していく必

要があります。  

男 女 が 互 い を 尊 重
し 、 仕 事 と 生 活 の
調 和 を と り な が
ら 、 と も に 参 画 す
るまちづくり 

基本理念  

１．男女共同参画意識啓発の推進  

２．仕事と生活の調和の推進  

３．男女がともに取り組むまちづくりの推進  

基本目標  

本計画  前期  後期  前期  後期  
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(2) 基本目標２：仕事と生活の調和の推進  

「男性は仕事、女性は家庭」という性別による役割分担意識に賛成しない人の

割合や、生活バランスの希望と現実が一致している人の割合 は、共に計画当初よ

り増加しており、市民の意識の高まりと生活の変化が見られます。  

しかし依然として５割以上の人が不本意ながら仕事を優先している状況にあり、

長時間労働の是正や働き方の多様化への対応が求められています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

［ 出 典 ： 令 和 ２ 年 北 上 市 男 女共 同 参 画 と 多 様 性 社 会 に 関 する ア ン ケ ー ト 調 査 結 果 ］  

 

(3) 基本目標３：男女がともに取り組むまちづくりの推進  

市 民 の 男 女 別 人 口 は ほ ぼ 同 数 に も 関

わらず、市の審議会等※ １における女性

委 員 の 比 率 は 、 平 成 22年 か ら 現 在 ま で

20～ 25％ の 間 を 推 移 し て お り 、 目 標 と

する35％には遠く及ばない状況です。  

そ の 原 因 と し て は 、 充 て 職 で 決 め ら

れ て い る 役 職 が あ る こ と や 、 推 薦 を 依

頼 す る 先 の 団 体 に お い て 、 相 当 職 が 男

性 に 偏 っ て い る こ と な ど が 理 由 に 挙 げ

られます。  

な お 、 令 和 元 年 度 調 査 で は 、 委 員 総

人数に対して実人数が100人程度少ない

ことが分かりました。これは、全体的に同一人が複数の委員を兼ねていることを

示しています。また、指標の対象となる27の審議会等の内、21の審議会等が目標

に達しておらず、さらにそのうち14の審議会等はポジティブアクション※２を行っ

ていません。  

 このことから、ポジティブアクションを実施し、多様な人材の登用と、政策方

針決定の場における性別のバランスの取れた委員の参画を推進していく必要があ

ります。  

未達成  

20

25

30

35

40

H22H23H24H25H26H27H28H29H30 R1

R2 目標  

審議会等における女性委員比率の推移  

※ 広 域 圏 で 設 置 す る も の を 除く 。  

生活バランスの希望と現実が一致している人の割合 
「男性は仕事、女性は家庭」と
いう性別による役割分担意識に

賛成しない人の割合の推移 

不本意ながら  
ワークを優先  
（53.7％）  

不本意ながら  
ライフを優先  
（15.9％）  

一致  
している  
（30.3％）  

不本意ながら  
ワークを優先  
（54.1％）  

不本意ながら  
ライフを優先  
（5.7％）  

一致  
している  
（40.3％）  

H22 R2 

40

50

60

70

80

H22 H24 H26 H28 H30

R2 目標  

（％）  

（％）  
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５  きたかみ男女共同参画・多様性社会推進プラン策定にあたっての方向性  

 当市では、条例の基本理念に基づき、年齢・障がいの有無・国籍や文化的背景

の違い・性別等に関係なく誰もが多様なあり方を認め合い、対等な立場で参画し、

いきいきと自分らしく暮らせる多様性社会の実現を目指します。  

平成27年９月に国連で採択された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」

の中では、持続可能な開発目標（ S D G s
エスディージーズ

，Sustainable Development Goals）が

掲げられ、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性（ダイバーシティ， diversity）

と包摂性（インクルージョン， inclusion）のある社会の実現を目指すこととして

います。また、多様であるだけでな く、お互いが認め合い受け入れ合う社会のあ

り方や取組のことをダイバーシティ&インクルージョンと表記する場合もあります。  

 一方で、男女共同参画社会の考え方は「性別に関わらず一人ひとりがその個性

を発揮できる社会」であり、多様性社会の考え方に包括されるものですが、依然

として社会的慣行や制度、賃金格差などの面で、男女共同参画社会の課題は残っ

ています。  

 本計画の策定にあたっては、条例の基本理念に基づき、多様性社会へのニーズ

に応えるとともに、男女共同参画社会の実現を目指してきた施策の方向性やその

メッセージ性を引き継いで基本的施策を進めていきます。  

 

※１ 審議会等…当プランにおける審議会等とは、「政策方針の立案・決定への女性の参画を促進する」という観点から、「地

方自治法第２０２条の３に基づくもの（所掌事項について調停、審査、審議、又は調査等を行う機関）」とします。 

※２ ポジティブアクション（積極的改善措置）…男女共同参画社会基本法に定められているもので、性別による格差を改善

するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対して積極的に機会を提供することを指します。また、男女雇

用機会均等法では、労働者に対し性別を理由として差別的取扱いをすることを原則禁止していますが、事実上の格差を解

消する目的で行うものに関しては法に違反しないことが明記されています。 
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第２章  計画の基本的な考え方  

１  目指す姿  

 本計画ではこれまでの現状と課題などを踏まえ、目指す姿を次のとおりとしま

す。  

 

 

 

 

 

２  基本理念  

 この目指す姿を実現するため、条例第３条に定める次の６項目を基本理念として

掲げます。  

 

(1) 人権の尊重  

市民が、お互いの違い及び特性を認め合い、個人としての人権が尊重され、尊

厳を持って生きることができること。  

(2) 固定的な役割分担意識によらない多様な生き方  

市民が、性別による固定的な役割分担意識に基づいた社会の様々な制度又は慣

行によって、個人の活動が制限されることなく、自らの意思に基づき個性及び能

力を発揮し、多様な生き方を選択することができること。  

(3) 政策などの立案や決定への参画  

市民が、社会の対等な構成員として、あらゆる分野における活動方針の立案及

び決定に参画する機会が確保されること。  

(4) ワーク・ライフ・バランスの実践  

市民が、相互の協力及び社会の支援のもとに、家庭生活及び社会生活並びに地

域における活動の調和のとれた生活を営むことができること。  

(5) 国籍や性別の違いなどによる差別に苦しむ人への配慮  

市民が、年齢、障がいの有無、国籍及び文化的背景の違い、性別並びに性的指

向及び性自認を理由とする差別によって困難な状況にある人へ配慮すること。  

(6) 国内外の取組への理解  

市民が、国際社会及び国内の男女共同参画と多様性社会に係る取組を積極的に

理解すること。  

誰もが多様性を認め合い対等な立場で参画でき  

いきいきと自分らしく暮らせる地域社会の実現  
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３  基本目標  

基本理念に基づき、次に掲げる９つの基本目標を設定し、取組を推進します。  

 

１  あらゆる場において多様な生き方の選択ができる環境づくり  

２  あらゆる分野における活動方針の立案と決定に参画する機会の確保  

３  ワーク・ライフ・バランス実現のための支援  

４  多様な担い手が活躍できる地域活動の推進  

５  年 齢 、 障 が い の 有 無 、 国 籍 や 文 化 的 背 景 の 違 い 、 性 別 等 を 理 由 と す る 日 常

生活の支障を取り除くための取組の推進  

６  性別等を理由とする差別的な取扱い、暴力やハラスメントの根絶  

７  防 災 や 災 害 対 応 に お け る 男 女 共 同 参 画 と 多 様 性 の 視 点 を 取 り 入 れ た 取 組 の

推進  

８  生涯にわたる教育の場における学習機会の提供  

９  広報啓発活動の充実、調査研究、情報の収集と提供  
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４  計画の体系図  
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第３章 施策の展開  

 

 

 

【指標】  

 本計画の進捗等を評価するため、次の３つの指標を設けます。  

成果指標  

基本目標に基づく施策の方向性の進捗及び達成状況を評価するもの。  

活動指標  

施策の方向性に基づいた主な事業の実施状況を評価するもの。  

参考指標  

参考指標は、次のいずれかの理由で参考として記載するものです。  

(1) 数値の変遷を見て、社会情勢を測る資料とすべきもの。  

(2) 指標として目標値を設定することが適切でないもの。  

(3) 市の施策によって直接、増加又は減少させることができないもの。  

 

【調査】  

 特に記載のない場合、指標の基となる調査は次のとおり表します。  

＊…男女共同参画と多様性社会に関するアンケート（５年に１回）  

＊＊…市民意識調査（２年に１回）  
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基本目標 

１ 
あらゆる場において 

多様な生き方の選択ができる環境づくり 

現状と課題  

 誰もが家庭・地域・職場といったあらゆる場において自分の生き方を選択できるこ

とが望まれており、「男性は仕事、女性は家庭」といった性別による固定的な役割分

担意識に反対する人の割合が、当市においては平成 24年度の 62.9％から平成 30年度

には72.6％に増加するなど固定観念は解消されつつあります。しかし、家庭や職場に

おける仕組みや慣行が人々の意識の変化に追いついておらず、例えば、国の「 平成

27年度少子化社会に関する国際意識調査報告書 」によると、育児休業を利用する意

向があったが利用できなかった男性の割合は３割にのぼるなどの報告があります。ま

た、当市においては女性の管理的職業従事者割合が全体の 15％程度に留まっている

など、男性の家事参画や女性の社会進出が進んでいないことが考えられます。  

このため、性別によらず誰もが対等な構成員として仕事上の責任を果たす一方で、

家事・育児・介護といった家庭の役割を果たせるように、社会の意識と行動を変えて

いく必要があります。  

 

施策の方向性・具体的取組  

１  固定的な性別役割分担意識の解消  

①  家庭や地域における性別役割分担の改善  

 男女共同参画週間等の機会を活用し、性別による固定的な役割分担意識を解

消する意義や重要性についての理解を促進するための広報・啓発活動を行いま

す。  

②  職場における男女平等意識の向上  

個人の意識だけでは なく、男性が家事や 育児、介護等に参画 することに対

する職場の理解を深められるよう、必要な啓発等を行います。  

また、仕事において は、重要事項の決定 や休暇制度の利用等 において、性

別による偏った優位性が解消され、誰もが望むキャリアを形成できるよう、企

業向けの講座・研修を開催又は周知します。  

●主な事業  

男女共同参画・多様性社会講座開催事業  
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主な指標  

成果指標  
現状値  

(令和元年 度) 

目標値  

(令和７年 度) 
担当課  

「男性は仕事、女性は家庭」という固定的性別

役割分担に反対する人の割合（＊＊）  

72.6％  

（H30 年度） 
75％  

地域づ

くり課  

参考指標  
現状値  

(令和元年 度) 
－  担当課  

「性別にかかわりなく 社会に参加できる環境づ

くり」の満足度（＊＊）  

3.75 

（H30 年度） 
－  

地域づ

くり課  
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基本目標 

２ 
あらゆる分野における活動方針の 

立案と決定に参画する機会の確保 

［女性活躍推進計画］  

現状と課題  

男女共同参画と多様性社会の実現には、社会のあらゆる分野における活動方針の

立案と決定に、対等な構成員として性別等の区別のない多様な視点が取り入れられる

ことが必要です。  

しかし、人口の男女比率がおおむね半々であるにもかかわらず、当市では審議会

等の女性委員割合は低く、また、管理的職業従事者や市議会議員の女性割合も低いこ

とから、意思決定への参画が遅れていると言えます。また、経済分野においては、一

般的に若年層や女性に多いパート・派遣社員等の非正規雇用は、賃金や身分が不安定

で、世代間・男女間の経済格差の原因となっています。さらに、総務省の「労働力調

査」によると、新型コロナウイルス感染症の影響により就業者数は男女とも令和２年

４月に大幅に減少していますが、特に女性の減少幅が大きいなど女性の雇用に特に影

響が強く表れています。  

そして、農林水産業、商工自営業においては、家族経営が多く、労働時間や報酬

などが不明確になりがちです。  

国では、平成 27年度に女性活躍推進法を制定し、女性の個性と能力が十分に発揮

されるよう、多様な働き方の推進や人材育成等の施策を展開しています。また、平成

30年度には政治分野における男女共同参画の推進に関す る法律が施行され、性別に

偏りなく共同して参画する民主政治の発展が求められています。これらのことから、

当市においてもそれぞれの分野の意思決定過程に誰もが参画する機会を確保するよう

取組が求められています。  

 

施策の方向性・具体的取組  

１  性別等にかかわらず能力を発揮できる人材の育成  

①  キャリア形成（教育）の充実  

 多様なロールモデル※ ３の体験紹介や交流を通してキャリア形成のための支

援を行います。  

②  リカレント教育の推進  

 女性をはじめとする多様な人材の活躍を目指し、社会人の学び直し（リカレ

ント教育）を推進します。  

●主な事業  

女性のキャリア形成支援リカレントプログラム  
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２  政治、経済、公共分野への女性の参画とリーダーシップ向上  

①  政治、公共分野への女性の参画促進  

政治や社会課題への 理解や関心を高め、 多様な市民の公共分 野や政治への

参画を促します。  

また、市の審議会等 の女性委員の比率が 目標値に達していな いものについ

ては、委員改選を行う際、ポジティブアクションを検討し、積極的に女性委員

の登用を図ります。  

②  企業における女性活躍推進への取組支援  

 県の「いわて女性活躍企業等認定制度」による認定のメリットやセミナーの

周知を通して、女性活躍推進に取り組む企業の増加を図ります。  

 

３  多様で柔軟な働き方の支援  

①  農林業・商工業における女性が働きやすい環境づくり  

個人事業主やその家 族等が対等な構成員 として意思決定に参 画し、仕事と

家庭生活を両立できるよう必要な啓発を行います。  

また、夫婦、親子などで農業を営む場合に家族経営協定 ※４に向けた啓発活

動を行い、締結促進を図ります。また、農業に意欲のある就農者を増やすため、

女性を含めた担い手育成や就農支援等を進めます。  

●主な事業  

家族経営協定締結推進事業  

②  就業のための情報提供や再就職の支援  

市内の就業状況の変 化に対応し、北上雇 用対策協議会と連携 しながら、就

職意欲がある者と企業のマッチング機会を創出します。また、就職活動のスキ

ルアップを目指し、一般求職者向けセミナーを実施します。  

●主な事業  

社会人就労支援事業  

③  多様な人材活用の働きかけ  

 企業において女性を含む多様な人材を積極的に活用し経営戦略に取り込むた

め、先進事例を広く発信します。  

④  褒賞制度の創設  

北上市農林業表彰の種類に女性表彰部門を設け、経営改善や生産技術の習得

に積極的に取組、かつ、女性が活躍できる環境の整備に取り組んでいる女性を

表彰します。  
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主な指標  

成果指標  
現状値  

(令和元年 度) 

目標値  

(令和７年 度) 
担当課  

女性労働力率（国勢調査）  
43.2％  

（Ｈ27 年度） 
46％  

地域づ

くり課  

女性の管理的職業従事割合（国勢調査）  
15.8％  

（Ｈ27 年度） 
17％  

地域づ

くり課  

女性委員のいる市の審議会等の割合  92.6％  100％  
地域づ

くり課  

市の審議会等における女性委員の比率  22.4％  30％  
地域づ

くり課  

活動指標  
現状値  

(令和元年 度) 

目標値  

(令和７年 度) 
担当課  

就職面談会、セミナー参加者数  284 人  350 人  
産業雇用

支援課 

参考指標  
現状値  

(令和元年 度) 
－  担当課  

岩手大学女性のキャリア形成支援リカレントプ

ログラム受講者数  
29 人  －  

地域づ

くり課  

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策

定企業数（市内）  
４社  －  

地域づ

くり課  

北上市議会議員における女性の割合  
23％  

（R2 年度改選） 
－  

議会  

事務局  

家族経営協定締結件数  87 件  －  
農業  

委員会  

市の管理職に占める女性の割合  9.8％  －  総務課  

 

※３ ロールモデル…具体的な行動や考え方の模範となる人。当プランでは、特に、キャリアを考える上で働き方や考え方な

どが他者の参考となる人のことをいいます。 

※４ 家族経営協定…家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやりがいをもって経営に参画できる魅力的な農業経営を

目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づき取り決

めるものです。   
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十分に 
行っている 
（40.7％） 

行っているが 
十分ではない 
（44.8％） 

行いたいと 
思っているが 

実際には 
行っていない 
（11.9％） 

行いたいと思っていないし 
実際に行っていない（2.7％） 

基本目標 

３ ワーク・ライフ・バランス実現のための支援 

［女性活躍推進計画］  

現状と課題  

共働き家庭や核家族の増加などに伴い、家事・子

育て・介護などの家庭生活と、仕事や地域活動との

両立が難しい状況にあります。市が行ったアンケー

トでは、半数以上の人が、家庭の役割を果たしたく

ても十分に行えていなかったり、不本意ながらワー

クを優先しているという現状が示されています。  

さらに、近年は結婚・出産の年齢が高くなっており、第１子出産平均年齢につい

ては、昭和50年は25.7歳だったのに対して令和元年は30.7歳と、約５歳上昇していま

す。このため、子育てと親の介護を同時に担うダブルケア※ ５のリスクが高くなって

おり、育児・介護サービスの充実が必要であると考えられます。  

また、国の報告書「平成 30年中における自殺の状況」によると、男性の自殺率が

高く、その原因・動機については「健康問題」に次いで「経済・生活問題」「勤務問

題」が多い傾向が見られます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
［ 出 典 ： 令 和 ２ 年 北 上 市 男 女共 同 参 画 と 多 様 性 社 会 に 関 する ア ン ケ ー ト 調 査 結 果 ］  

 

国では、平成 19年に「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」

及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を策定しています。また、女性

活躍推進法では、男女の別を問わず本人の意思を尊重し、相互の協力と社会の支

援の下に、職業生活と家庭生活の円滑かつ継続的な両立を目指しています。この

ことから、女性の社会進出と男性の家事参画を同時に進め、長時間労働の抑制や

育児・介護休業が取りやすい職場環境の整備が必要です。  

生活バランスの希望と現実 
が一致している人の割合 

家庭における家事に 
対する認識の割合 

一 致  
し て い る  

（ 40.3％ ）  

不 本 意 な が ら  
ワ ー ク を 優 先  

（ 54.1％ ）  

不 本 意 な が ら  
ラ イ フ を 優 先  

（ 5.7％ ）  
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施策の方向性・具体的取組  

１  多様な子育て、介護需要に応じた支援  

①  育児支援の充実  

  働きながら育児する人を支援する環境づくりに努めます。  

●主な事業  

事業名  概要  

産前教室  

妊婦とその配偶者を対象に、育児情報の提供、妊婦の栄養

と口腔ケアや産前産後の母体の変化を知る機会とし、パパ

の妊婦体験及び沐浴の実技練習等を実施します。  

一時預かり事業  

保護者の傷病、災害、冠婚葬祭などで一時的に保育が困難

となった場合の保育を行う施設を現在より１か所以上増や

します。  

幼稚園型一時保

育事業  

幼稚園児の預かり保育を全園で実施し、保護者の就労等に

より保育が困難である家庭を支援します。  

延長保育事業  
市 内 保 育 園 等 に お い て 、 11時 間 を 超 え て 開 所 し 、 保 育 を

行います。  

乳児保育事業  
市内保育園等において、産休明けからの職場復帰に対応す

るため、生後２か月からの保育を行います。  

ファミリ―サポート

センター事業 

育児の援助を希望する人と援助できる人が会員登録し、育

児支援のサポートを充実します。  

利用者支援事業  

子育てサービスの内容や利用方法について、地域子育て支

援センターなどで気軽に相談できる子育て支援コンシェル

ジュを配置し、情報提供を行います。  

病児・病後児保

育事業  

保護者が仕事等のため世話をすることができない病児、病

気回復期の乳幼児及び体調不良児の保育に努めます。  

放課後児童健全

育成事業  

就 労 な ど に よ り 保 護 者 が 昼 間 家 庭 に い な い 小 学 生 に 対 し

て、適切な遊びや生活の場を提供し、健全な育成を図りま

す。  

事業所内保育事

業所設置促進事

業  

事業者に対して、事業所内保育事業所の設置を働きかけま

す。（地域型保育施設及び企業主導型保育施設を含む。）  

②  ひとり親家庭の親子への支援充実  

ひとり親家庭の親子 に対して就労支援等 、自立に向けた各種 支援を行いま

す。  

●主な事業  

ひとり親家庭等支援事業  

③  育休後の職場復帰支援  

育児休暇取得後の職 場復帰を支援するた め、必要な情報を労 働者と企業の

両方に情報提供します。  

④  高齢者とその家族が安心して暮らすための取組推進  

高齢化社会に向けて 、仕事と介護を両立 することができる環 境づくりを推

進し、高齢者とその家族の暮らしの充実を図ります。  

地域における介護サ ービス提供資源を有 効に活用し、支援を 必要としてい

る高齢者に対して適切・適量なサービスを提供します。  
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２  希望や特性に応じて、安心して、安定的に働き続けることができる環境づくり  

①  長時間労働の削減等の働き方改革  

多様な働き方を選べ る環境の整備を促進 するため、企業向け に補助金や専

門家の派遣などの情報提供を行います。  

●主な事業  

ワーク・ライフ・バランスの啓発事業  

②  育児・介護休業の取得促進  

 仕事と生活の両立、育児・介護休業制度が定着するよう、市民や企業への啓

発を行います。また、国や県で子育てを積極的に支援する企業を認定、表彰す

る制度（くるみん・プラチナくるみん等）を周知することにより、魅力ある労

働環境づくりを推進します。  

 

３  生涯を通じた健康支援  

①  ライフステージに応じた健康づくりの支援  

ライフステージに応 じた健康診査やがん 検診等を実施し、生 涯を通じた健

康支援を推進します。  

②  妊娠・出産に関わる保健医療対策の充実  

妊産婦、乳幼児に対 して健康診査及び保 健指導を行い、心身 の健全な発達

を促します。  

③  健康に関する相談・訪問支援  

 乳幼児期から高齢者まで、こころやからだの健康に関する相談支援を行いま

す。また、必要に応じて訪問による状況把握及び支援を行うとともに、相談窓

口を広く周知します。  

 

 

 

主な指標  

成果指標  
現状値  

(令和元年 度) 

目標値  

(令和７年 度) 
担当課  

生活バランスの希望と現実が一致している人の

割合（＊）  40.3％  50％  
地域づ

くり課  

夫が育児に協力してくれると感じている割合  68.8％  85％  
健康  

増進課  

育児環境が整備され、育児世代の親が安心して

子育てができると感じる割合  

64.1％  

（H30 年度） 
65％  

子育て

支援課  

年度当初の待機児童数  13 人  0 人  
子育て

支援課  

特別養護老人ホームの待機者数のうち早期入所

が必要な者  
67 人  50 人  

長寿  

介護課  
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活動指標  
現状値  

(令和元年 度) 

目標値  

(令和７年 度) 
担当課  

学童保育所の利用者数  1,241 人  1,240 人  
子育て

支援課  

病児・病後児・体調不良児保育実施施設数  2 箇所  3 箇所  
子育て

支援課  

学童保育所のある小学校数  全校  全校  
子育て

支援課  

産前教室の開催回数  17 回  19 回  
健康  

増進課  

一時預かり事業の実施施設数  １箇所  ２箇所  
子育て

支援課  

延長保育実施園数  20 箇所  20 箇所  
子育て

支援課  

乳児保育実施園数  14 箇所  16 箇所  
子育て

支援課  

利用者支援事業（子育て支援コンシェルジュの

配置箇所数）  
１箇所  ２箇所  

子育て

支援課  

参考指標  
現状値  

(令和元年 度) 
－  担当課  

次世代法に基づく一般事業主行動計画策定企業

数（市内）  
22 社  －  

地域づ

くり課  

 

※５ ダブルケア…育児期にある者（世帯）が、親の介護も同時に担うことなどをいいます。ダブルケア当事者は体力的・精

神的に大きな負担を抱えており、国の「平成27年度育児と介護のダブルケアの実態に関する調査」によると、全国に約25

万人いるとされています。なお、ダブルケアは「子育てと親の介護」以外にも、「２人の子育ての内一人が要介護」であ

ったり、「配偶者の介護と親の介護」という状況も含みます。   
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基本目標 

４ 多様な担い手が活躍できる地域活動の推進 

現状と課題  

市民一人ひとりがまちづくりの主役となり、地域の課題解決に取り組むには、地

域コミュニティでの役員の性別等のバランスをとることや、男女共同参画の視点を持

ち、国際理解を含めた多様な価値観に対応できる人材の活躍と、まちづくりを担う人

材・団体同士の連携・協力が必要とされています。  

 

施策の方向性・具体的取組  

１  地域活動への参画推進  

①  多様な人材の地域活動参加促進  

 多様な人材が地域活動に参画できるよう、仕事と生活の調和がとれる環境づ

くりを進め、地域の活動情報を発信するとともに、自治会等において多様な価

値観が生まれるよう出前講座を提供します。また、市民活動情報センターと協

働で地域づくりの担い手育成を支援します。  

●主な事業  

男女共同参画・多様性社会出前講座事業  

 

２  多様な個性と能力を活かし合う地域環境づくり  

①  地域の土台づくりを行う人材育成  

自主的に地域の中で 男女共同参画推進運 動に取り組む男女共 同参画サポー

ター（岩手県が主催する養成講座を受講し、認定を受けた方。） の養成支援と、

その後の活動を支援します。  

●主な事業  

男女共同参画サポーター養成支援事業  

②  育児・介護経験を活かした地域活動  

育児・介護経験者が 培ったスキルやノウ ハウを活かせるよう 、地域活動へ

の参画を促す取組を行います。  

 

 

 

 

主な指標  

成果指標  
現状値  

(令和元年 度) 

目標値  

(令和７年 度) 
担当課  

地域づくり組織※６役員における女性割合  
8.7％  

（H30 年度） 
15.0％  

地域づ

くり課  
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活動指標  
現状値  

(令和元年 度) 

目標値  

(令和７年 度) 
担当課  

出前講座（男女共同参画・多様性社会）開催数  
５回  

（５年間累計） 

５回  

（５年間累計） 

地域づ

くり課  

男女共同参画サポーター認定者数（累計）  45 人  55 人  
地域づ

くり課  

参考指標  
現状値  

(令和元年 度) 
－  担当課  

岩手県男女共同参画センター出前講座開催数  40 回  －  
地域づ

くり課  

市政座談会の女性の参加人数割合  14.2％  －  
地域づ

くり課  

 

※６ 地域づくり組織…各地域内に自主的に組織された自治会等を構成員とし、北上市地域づくり組織条例に基づき設置され

た組織をいいます。当市では16の地域づくり組織が設置されています。 
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基本目標 

５ 
年齢、障がいの有無、国籍や文化的背景の

違い、性別等を理由とする日常生活の支障

を取り除くための取組の推進 
現状と課題  

 年齢、障がいの有無、国籍や文化的背景、性別や性的指向及び性自認などの違いへ

の理解が不足しているために、それらを理由に不当な差別を受けたり、生活上の支障

を感じたりする場合があります。  

特に性の多様なあり方に関しては、全国的に同性婚の是非やアウティング※ ７が社

会課題として議論されています。市のアンケートでは、5.8％の人が周りにLGBT※ ８

の方がいることを認知しており、この値は全国調査 (★ )における類似の設問の回答値

と近く、当市にも同様の課題があると考えられます。  

このような社会情勢を鑑みて、すべての人が、家庭、学校、地域、職場、その他

社会のあらゆる場においてお互いの多様性を認め合い、日常生活上及び社会生活上の

支障を取り除く配慮や環境整備が必要です。  

 

施策の方向性・具体的取組  

１  さまざまな困難を抱える人々の支援と環境整備  

①  高齢者、障がい者、外国人等が安心して暮らせるための環境整備  

高齢者、障がい者、 外国人等への理解を 促すための啓発活動 等を積極的に

推進し、心のバリアフリーを進めていきます。  

外国語対応可能な医 療機関の情報提供、 通訳の養成・派遣、 市施設の多言

語対応化などの環境整備を行います。  

●主な事業  

障がい者理解促進研修・啓発事業  

②  バリアフリー、ユニバーサルデザインの普及  

誰もが不自由なく生活できるように、住まいや まちの

バリアフリー、ユニバーサルデザイン化を推進します。  

③  性の多様性を尊重するための環境整備  

どのような 性的指向 及び性自認で あって も、 日常生活や 社会 生活 を送る上

で同じように尊重され、就学・就職・結婚などのライフイベントを支障なく迎

えられるよう、啓発活動を推進するとともに、先進的な事例を研究し、環境整

備を進めます。  

また、多様な性のあ り方に配慮し、申請 書等の性別表記の見 直しを行いま

す。  

２  多様性への理解促進  

①  啓発活動の重点化  

多様性社会推進のための講座や講演会を、市民、企業向けに実施します。  
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②  広報物等への表現・表記の改善（メディアリテラシー※９の向上）  

市の各種刊行物、公 文書等を作成する際 は、男女共同参画と 多様性社会の

視点から適切な表現となるように配慮します。  

 

３  誰もが平等に働く条件整備  

①  多様な性に対する理解促進  

誰もが自らの性的指 向や性自認に基づい て安心して働くこと ができる労働

環境にするため、広報・啓発活動を通して理解を促進します。  

②  障がい者雇用の促進  

関係各所が連携して自立支援協議会 ※ 10の場を活用しながら、障がい者及び

障がい者を雇用しようとする企業に対して必要な支援を行っていきます。  

 

主な指標  

成果指標  
現状値  

(令和元年 度) 

目標値  

(令和７年 度) 
担当課  

「LGBT」という  

単語を知っている人の割合（＊）  
72.2％  90％  

地域づ

くり課  

障がい者が十分に理解されていると思う人の割

合（＊＊）  

50.2％  

（H30 年度） 
60％  福祉課  

活動指標  
現状値  

(令和元年 度) 

目標値  

(令和７年 度) 
担当課  

障がい者雇用に関する企業への情報発信  ２回  ５回  福祉課  

男女共同参画・多様性社会講座参加者数  

（フォーラム・出前講座等を含む）  
165 人  

100 人  

（５年間平均） 

地域づ

くり課  

出前講座（男女共同参画・多様性社会）開催数  

（再掲）  

５回  

（５年間累計） 

５回  

（５年間累計） 

地域づ

くり課  

参考指標  
現状値  

(令和元年 度) 
－  担当課  

市施設の多言語表記率  5.1％  －  
生涯学習

文化課 

 

※７ アウティング…性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の個人情報について、本人の了解を得ずに他人に伝えることをい

います。 

※８ LGBT…「LGBT」とは、レズビアン（女性として女性が好きな人）、ゲイ（男性として男性が好きな人）、バイセクシュ

アル（男性も女性も好きになる人）、トランスジェンダ－（生まれた時の（戸籍や出生届での）性別とは異なる性を自認

する人）の英語の頭文字をとった言葉です。「性的少数者」には、LGBT以外にも、誰に対しても性愛感情を抱かない人や、

自分自身の性を決められない・わからない、などさまざまな人がいます。また、性自認や性的指向のあり方とは別に、性

分化にかかわる染⾊体やそれによる身体の発達が、多くの人のあり方と異なる状態の人もいます。そのような状態や人の

ことをインターセックスといい、LGBTの言葉に合わせ「LGBTI」と表記する場合もあります。 
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※９ メディアリテラシー…各種メディアを主体的に読み解く能力や、メディアの特性を理解する能力、新たに普及するICT

機器にアクセスし活用する能力、メディアを通じコミュニケーションを創造する能力。当プランでは特に、適切かつ正確

な情報を発信するための能力をいいます。 

※10 自立支援協議会…障がい者及び障がい児への支援体制の整備を図ることを目的に設置している協議会です。同協議会で

は、相談支援事業の運営評価や実施体制の協議、困難事例に対する対応のあり方の協議、関係機関によるネットワークの

構築による障がい者等の生活支援などを行っています。 

 

★ 釜野さおり・石田仁・風間孝・吉仲崇・河口和也 2016『性的マイノリティについての意識―2015年全国調査報告書』科

学研究費助成事業「日本におけるクィア・スタディーズの構築」研究グループ（研究代表者 広島修道大学 河口和也）編）   
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基本目標 

６ 
性別等を理由とする差別的な取扱い、 

暴力やハラスメントの根絶 

［配偶者暴力防止基本計画］  

現状と課題  

 配偶者・パートナー間の暴力（ＤＶ）※11、職場におけるハラスメント※12、性犯罪

など、暴力で相手を支配しようとする行為は、被害者の尊厳を著しく傷つける重大な

人権侵害です。また、被害・加害の認識が薄いことや相談先の認知が低いことなどか

ら、相談窓口に繋がらず、被害が深刻化しやすいことが問題視されています。また、

全国的には、新型コロナウイルス感染症の拡大により、外出自粛や休業等による生活

不安・ストレスからＤＶや性被害・性暴力が増加することが懸念されています。この

ため、暴力やハラスメントを防止するための取組や相談体制の充実が求められていま

す。  

 

施策の方向性・具体的取組  

１  人権の尊重と自立への支援  

①  相談しやすい体制づくり  

婦人相談員によるＤ Ｖ被害者の相談・保 護体制を確保し、県 福祉総合相談

センター、警察、各種相談機関等と連携し被害者の自立を支援します。  

また、女性以外の性 別の方がＤＶ被害を 相談できる窓口や、 性犯罪・性暴

力被害者のための相談窓口を周知し、被害者支援に繋げます。  

さらに、誰もが行政 サービスを安心して 受けられるようにす るため、職員

向けに研修を実施します。  

●主な事業  

婦人相談員設置事業  

 

２  暴力やハラスメントの予防と根絶のための基盤づくり  

①  暴力やハラスメントを許さない社会づくりの意識啓発  

デートＤＶを防止す るため、学生を対象 にした講座を開催し ます。また、

ハラスメントの予防のため市民、企業向けに啓発を行います。  

●主な事業  

ＤＶ防止意識啓発事業  

デートＤＶ防止講座開催事業  
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主な指標  

成果指標  
現状値  

(令和元年 度) 

目標値  

(令和７年 度) 
担当課  

ＤＶの相談先を知っている人の割合（＊）  54.0％  70.0％  
地域づ

くり課  

活動指標  
現状値  

(令和元年 度) 

目標値  

(令和７年 度) 
担当課  

デートＤＶ防止講座開催回数  
７校  

（５年間累計） 

12 校  

（５年間累計） 

地域づ

くり課  

ＤＶ相談ナビ広報用携帯カード設置箇所数  －  15 箇所  
地域づ

くり課  

参考指標  
現状値  

(令和元年 度) 
－  担当課  

婦人相談件数  40 件  －  
子育て

支援課  

ＤＶ相談件数（県内）  

（配偶者暴力相談支援センター）  
2,175 件  －  

地域づ

くり課  

男性相談件数（県内）  

（岩手県男女共同参画センター）  
43 件  －  

地域づ

くり課  

ＬＧＢＴ相談件数（県内）  

（岩手県男女共同参画センター）  
274 件  －  

地域づ

くり課  

性犯罪・性暴力被害の相談件数（県内）  

（岩手県性犯罪・性暴力被害者支援「はまなす

サポート※13」）  

328 件  －  
地域づ

くり課  

 

※11 ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）…夫婦、恋人等のパートナー間において、身体的、社会的、経済的、性的、心

理的な危害若しくは苦痛を与える行為又は与えるおそれのある行為のことをいいます。恋人等のパートナー間において起

こる暴力のことを特に「デートＤＶ」と呼ぶことがあります。 

※12 ハラスメント…他者に対する発言及び行動等が、本人の意図に関係なく、相手及び周囲の者を不快にさせ、尊厳を傷つ

け、不利益を与え、又は脅威を与えることをいいます。 

※13 はまなすサポート…性犯罪・性暴力の被害に遭われた方に、産婦人科及び精神科医療、相談等の心理的支援、捜査関連

支援、弁護士による法的支援等を連携して行うワンストップ支援体制です。   
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基本目標 

７ 
防災や災害対応における男女共同参画と 

多様性の視点を取り入れた取組の推進 

現状と課題  

近年、地震や風水害等による大規模災害発生時の対応については、多様な人々へ

の配慮が求められています。例えば、避難所運営では、防災備蓄品や物資等の配布時

に必要なものが受け取りやすい配布方法や、プライバシーを保護する環境づくりなど

多様な方々が避難することを想定する必要があります。  

東日本大震災など近年の大規模災害の教訓を活かし、防災や災害対応においては、

女性をはじめとした多様な視点からの体制づくりが重要です。  
 

施策の方向性・具体的取組  

１  男女共同参画と多様性の視点からの防災体制づくり  

①  防災に関係する意思決定過程の場における多様な主体の意見反映  

北上市の防災に関す る基本計画である北 上市地域防災計画の 更新、見直し

をする際に、計画策定を行う会議における委員の男女比に配慮するとともに、

障がい者団体や国際理解関係団体など、多様な主体からの意見を反映します。

また、災害発生時は多様性に配慮した情報提供や避難所運営に努めます。  

●主な事業  

北上市地域防災計画策定事業  

２  防災に関する活動等への参画推進  

①  自主防災組織における女性の参画促進  

 自主防災組織や地域コミュニティ活動において、女性の参画を促進します。  

②  防災分野での女性リーダー育成  

研修会、講習会に女 性の参加を働きかけ 、北上市自主防災マ イスターをは

じめとした防災分野での女性リーダーの育成を図ります。  

●主な事業  

北上市自主防災マイスター認定事業  
 

主な指標  

成果指標  
現状値  

(令和元年 度) 

目標値  

(令和７年 度) 
担当課  

北上市自主防災マイスターの女性の人数（新規

認定者）  
０人  10 人  

消防  

防災課  

北上市防災会議の女性委員の割合  10％  12％  
消防  

防災課  

参考指標  
現状値  

(令和元年 度) 
－  担当課  

岩 手 県 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー 出 前 講 座 開 催 数

（防災）  
１回  －  

地域づ

くり課  
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基本目標 

８ 
生涯にわたる教育の場における 

学習機会の提供 

現状と課題  

一人ひとりの状況によって男女共同参画と多様性社会に対する知識は異なります。

また、国内外の社会情勢の変化などにより常に新しい知識に更新していくことが求め

られることから、すべての年代に対して学習機会を提供し、男女共同参画と多様性社

会についての情報を市民全体で共有する取組が必要です。  

 

施策の方向性・具体的取組  

１  男女共同参画と多様性社会を推進する教育・学習の充実  

①  国際理解多文化共生の教育推進  

国際交流の場をつく り、市民の多様な文 化への理解を深める とともに在住

外国人の社会参加を促します。  

●主な事業  

国際交流事業  

②  一人ひとりを大切にする教育の推進  

年齢、障がいの有無 、国籍や文化的背景 の違い、性別や性的 指向及び性自

認にかかわらず、一人ひとりが違った個性や能力を持つ個人として人権を尊重

し合うため、市民向けに講座を開催します。  

●主な事業  

男女共同参画・多様性社会講座開催事業  

③  研究機関との連携  

大学等の研究機関や 岩手県男女共同参画 センター等と連携し 、男女共同参

画と多様性社会の理解を広めるための学習機会を提供します。  

 

２  生涯にわたるキャリア形成や自立、社会参加を促す教育の推進  

①  生涯にわたる新たな学びの提供  

  出前講座や市民大学などにより、生涯にわたる新たな学習の機会を提供しま

す。  

●主な事業  

市民大学  

出前講座事業  
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主な指標  

成果指標  
現状値  

(令和元年 度) 

目標値  

(令和７年 度) 
担当課  

「性別にかかわりなく 社会に参加できる環境づ

くり」の重要度（＊＊）  

4.31 

（H30 年度） 
増加  

地域づ

くり課  

活動指標  
現状値  

(令和元年 度) 

目標値  

(令和７年 度) 
担当課  

男女共同参画・多様性社会講座参加者数  

（フォーラム・出前講座等を含む）（再掲）  
165 人  

100 人  

（５年間平均） 

地域づ

くり課  
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基本目標 

９ 
広報啓発活動の充実、 

調査研究、情報の収集と提供 

現状と課題  

男女共同参画の実現と多様性社会の形成は、国際社会の取組と連動していくこと

が必要です。社会情勢や市民意識の変化を調査・情報収集し、信頼性のある情報とし

て市民等へ提供することが求められています。  

 

施策の方向性・具体的取組  

１  広報啓発活動の充実、調査研究、情報の収集と提供  

①  広報啓発活動の充実  

様々なメディアを活 用し、男女共同参画 と多様性社会に関す る情報提供を

行います。  

●主な事業  

広報紙、ホームページ等への情報掲載  

②  国内外の事例の調査研究、情報の収集と提供  

国際社会の動きを含 めた事例調査や男女 共同参画と多様性社 会に関する市

民向けアンケートを実施します。また、図書、行政資料、パンフレット、広報

紙、新聞、視聴覚資料を収集し、図書館及び生涯学習センター等において提供

します。  

 

主な指標  

成果指標  
現状値  

(令和元年 度) 

目標値  

(令和７年 度) 
担当課  

「性別にかかわりなく 社会に参加できる環境づ

くり」の重要度（＊＊）（再掲）  

4.31 

（H30 年度） 
増加  

地域づ

くり課  

活動指標  
現状値  

(令和元年 度) 

目標値  

(令和７年 度) 
担当課  

広報紙、ホームページ等での情報提供  28 回  24 回  
地域づ

くり課  

参考指標  
現状値  

(令和元年 度) 
－  担当課  

男女共同参画と多様性社会に関するアンケート

の回答率（＊）  
34.5％  －  

地域づ

くり課  
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第４章 計画の推進  

 

１  計画の推進にあたって  

この計画は家庭や地域、職場など広範多岐にわたるものであり、市民や事業者、

各種団体等の理解と協力が必要となります。また、個人の意識や事業者の経営体

制についても深くかかわる計画です。  

そのため、市、議会、市民、事業者、教育に携わる者が条例で定める役割に基

づき、一体となって施策や事業の推進に取り組んでいく必要があります。  

 

２  市民・事業者や各種団体との連携  

計画の推進にあたり、意識啓発のための学習機会の提供や、様々な情報メディ

アを活用した情報収集・公開を通し、市民や事業者、議会、教育に携わる者がそ

れぞれの役割を果たしながら、積極的に計画推進に向けて取り組むよう働きかけ

ていきます。  

 

３  国や県等との連携  

計画の推進にあたっては、国や県、他市町村との情報交換や相互協力を図って

いきます。  

 

４  計画の進行管理  

年度ごとに施策や事業の状況を把握、確認及び評価を行い、それにより事業の

見直し等総合的かつ効果的な計画推進を図っていきます。  

また、市民の意識調査を実施し、意識の変化や行政への要望の把握に努めます。  

 

(1) 計画の進行管理体制  

北上市男女共同参画・多様性社会推進委員会及び北上市男女共同参画・多様性

社会推進会議において、年度ごとの事業の実施について評価・検討を行うととも

に、新たな施策や計画の見直しの必要性などについて審議します。評価の結果は

公表し、総合的かつ効果的な計画の推進を目指します。  

 

(2) 市民の意識調査  

①  男女共同参画と多様性社会に関するアンケート  

男女共同参画と多様性社会に関する意識調査を計画終了年度に実施し、市民

の意識変化や行政への要望を把握し計画の評価を行います。  

②  北上市の施策に関する市民意識調査  

北上市の各施策について、市民の満足度及び重要度に関する調査を２年ごと  

に実施し、行政サービスの改善につなげていきます。  
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 ５  きたかみ男女共同参画・多様性社会推進プラン推進体制   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市   民 

事 業 者 

議   会 

教育に携わる者  

 

国・岩手県  

他 市 町 村  連携・協力 

連携・協力 

意識啓発  

情報提供  

計画の進捗状況の公開  

 
北上市男女共同参画・  
多様性社会推進会議  

 
 事業実施計画の作成  
 事業実施結果の報告  

 
北上市男女共同参画・  
多様性社会推進委員会  

 
 計画の進捗状況の把握・評価  

意見  

 

助言  

報告  

連携・協力 

市 
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１  各種法令  

 
男女共同参画社会基本法 

（平成 11年６月23日法律第78号） 

最終改正：平成 11年12月22日法律第160号 

目次  

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条）  

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条） 

附則  

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取

組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮

することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。  

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位

置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくこと

が重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、

地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律

を制定する。 
 

第一章 総則  

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を

実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公

共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本とな

る事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。   

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。   

一  男女共同参画社会の形成  男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分

野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利

益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。  

二  積極的改善措置  前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女

のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。   

（男女の人権の尊重）  

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的

取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重

されることを旨として、行われなければならない。   

（社会における制度又は慣行についての配慮）  

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担

等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画

社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会に

おける活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。   

（政策等の立案及び決定への共同参画）  

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における

政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行

われなければならない。   

（家庭生活における活動と他の活動の両立）  

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家

族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動

以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。  

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、

男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。   

（国の責務） 
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第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」

という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）

を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。   

（地方公共団体の責務）  

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施

策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。   

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女

共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。   

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措

置その他の措置を講じなければならない。   

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。  

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。   
 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策   

（男女共同参画基本計画）   

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女

共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなけれ

ばならない。  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。   

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱   

二  前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項   

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を

求めなければならない。   

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表

しなければならない。   

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。   

（都道府県男女共同参画計画等）  

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めな

ければならない。  

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。   

一  都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

大綱  

二  前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するために必要な事項   

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」と

いう。）を定めるように努めなければならない。   

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。   

（施策の策定等に当たっての配慮）  

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び

実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。   

（国民の理解を深めるための措置）  

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措

置を講じなければならない。  

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に

影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその

他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るた

めに必要な措置を講じなければならない。   

（調査研究） 



 １ 各種法令  

35 

 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他

の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。   

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報

の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講

ずるように努めるものとする。   

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）  

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女

共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう

に努めるものとする。   
 

第三章 男女共同参画会議   

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。  

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。   

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。   

二  前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促

進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。   

三  前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大

臣に対し、意見を述べること。   

四  政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が

男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各

大臣に対し、意見を述べること。   

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。   

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。  

２ 議長は、会務を総理する。   

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。   

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者   

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者   

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。   

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未

満であってはならない。   

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。   

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。   

（資料提出の要求等）  

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、

監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。  

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対

しても、必要な協力を依頼することができる。   

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、

政令で定める。  
 

附 則 （平成11年６月23日法律第78号） 抄   

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。   

（男女共同参画審議会設置法の廃止）  

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。   

附 則 （平成11年７月16日法律第102号） 抄  

［略］ 

附 則 （平成11年12月22日法律第160号） 抄  

［略］ 
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北上市男女共同参画と多様性社会を推進する条例  

平成 31年３月22日条例第２号 

 

全ての人が、お互いの人権を尊重し、性別等にかかわりなく、多様性を認め合い、個性と能力を十分に発揮す

ることができる社会の実現が求められています。男女共同参画社会基本法（平成 11年法律第 78号）では、少子高

齢化の進展、社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、社会のあらゆる分野における男女共同参画社会の

実現を21世紀の最重要課題と位置付けています。  

 北上市においても、社会環境の変動等に対応できる持続可能な社会の構築は、喫緊の課題です。人口減少時代

における男女の就労状況の変化などからも、男女共同参画社会の実現の重要性は増しています。また、性別や障

害の有無などの違いを理解し、個々人の多様性を尊重する社会の充実が必要であることから、一人ひとりが違っ

た個性や能力を持つ個人として尊重される、男女共同参画の実現と多様性社会の形成により、お互いに責任を分

かち合い、多様な人々が能力を発揮できるようになることは、この課題の解決につがなるものです。  

 そのため、性別、年齢、国籍等、それぞれの違いや共通点を認め合い、誰もが対等な立場であらゆる分野に参

画し、いきいきと自分らしく暮らせる地域社会を目指して、この条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、北上市における男女共同参画と多様性社会の推進に関し、基本理念に基づき、市、議会、

市民、事業者及び教育に携わる者（以下「市等」という。）の役割を明らかにすることにより、誰もが多様性

を認め合い、対等な立場で参画できる地域社会を実現することを目的とする。  

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会が確保され、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、共に責任を

担うことをいう。 

(2) 多様性社会 年齢、障害の有無、国籍及び文化的背景の違い、性別並びに性的指向及び性自認にかかわら

ず、一人ひとりが違った個性及び能力を持つ個人として尊重され、それぞれの違い又は共通点を認め合い、

多様な人々が能力を発揮できる調和のある社会をいう。 

(3) 市民 市内に住む者、市内で働く者及び学ぶ者をいう。  

(4) 事業者 市内で事業活動を行うものをいう。  

(5) 教育に携わる者 市内の学校、地域、家庭その他の教育及び保育に携わる者をいう。  

(6) 性的指向 人の恋愛感情及び性的な関心がどういう対象に向かうかの指向をいう。  

(7) 性自認 自分の性をどのように認識しているかをいう。  

(8) ドメスティック・バイオレンス  夫婦、恋人等のパートナー間において、身体的、社会的、経済的、性

的、心理的な危害若しくは苦痛を与える行為又は与えるおそれのある行為をいう。  

(9) ハラスメント 他者に対する発言及び行動等が、本人の意図に関係なく、相手及び周囲の者を不快にさ

せ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与えることをいう。  

(10) セクシュアル・ハラスメント  相手の意に反する性的な発言及び行動によって、相手方に不快感や苦痛感

又は不利益を与え、生活環境を害することをいう。  

（基本理念） 

第３条 男女共同参画と多様性社会を推進し、誰もが参画できる地域社会を実現するための基本理念（以下「基

本理念」という。）は、次のとおりとする。  

(1) 市民が、お互いの違い及び特性を認め合い、個人としての人権が尊重され、尊厳を持って生きることがで

きること。 

(2) 市民が、性別による固定的な役割分担意識に基づいた社会の様々な制度又は慣行によって、個人の活動が

制限されることなく、自らの意思に基づき個性及び能力を発揮し、多様な生き方を選択することができるこ

と。 

(3) 市民が、社会の対等な構成員として、あらゆる分野における活動方針の立案及び決定に参画する機会が確

保されること。 

(4) 市民が、相互の協力及び社会の支援のもとに、家庭生活及び社会生活並びに地域における活動の調和のと

れた生活を営むことができること。  

(5) 市民が、年齢、障害の有無、国籍及び文化的背景の違い、性別並びに性的指向及び性自認を理由とする差

別によって困難な状況にある人へ配慮すること。  

(6) 市民が、国際社会及び国内の男女共同参画と多様性社会に係る取組を積極的に理解すること。  

 （市の役割） 

第４条 市は、前条の基本理念の実現に向けた施策を策定し、実施するものとする。 

２ 市は、前項の施策の実施に当たっては、国、岩手県及びその他の地方公共団体、関係機関等と連携を図るも

のとする。 

３ 市は、市民が相互に協力して、家庭生活及び社会生活、地域における活動に主体的に参画できるよう、取り

組むものとする。 
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 （議会の役割） 

第５条 議会は、議決機関として、男女共同参画と多様性社会についての理解を深め、基本理念の実現に努める

ものとする。 

（市民の役割） 

第６条 市民は、男女共同参画と多様性社会についての理解を深め、家庭、学校、地域、職場その他の活動にお

いて、基本理念の実現に努めるものとする。  

 （事業者の役割） 

第７条 事業者は、男女共同参画と多様性社会についての理解を深め、その事業活動及び事業所の運営におい

て、基本理念の実現に向けた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

（教育に携わる者の役割） 

第８条 教育に携わる者は、男女共同参画と多様性社会についての理解を深め、基本理念の実現に向けた教育を

行うよう努めるものとする。 

 （協働の推進） 

第９条 市等は、協働により基本理念の実現に努めるものとする。  

 （権利侵害行為の禁止等） 

第10条 全ての人は、家庭、学校、地域、職場その他社会において、性別並びに性的指向及び性自認を理由とす

る差別的な取扱い、ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメントその他ハラスメントに起因

する権利侵害に当たる行為を行ってはならない。  

２ 市等は、情報の発信に当たっては、前項の権利侵害を助長又は連想させる表現を用いないよう配慮しなけれ

ばならない。 

３ 市は、第１項の権利侵害に当たる行為の防止に努めるとともに、その被害を受けた者に対し、関係機関等と

連携して必要に応じた保護及び支援を行うものとする。 

（基本的施策） 

第11条 市は、第３条の基本理念に基づき、次に掲げる施策を推進するものとする。 

(1) 固定的な性別役割分担意識を解消し、家庭、地域、職場その他のあらゆる場において個性及び能力を発揮

し、多様な生き方の選択を実現するための環境づくり  

(2) あらゆる分野における活動方針の立案及び決定に参画する機会を確保する取組 

(3) 多様な担い手が活躍できる地域活動の推進  

(4) 家庭生活における活動及び学校、地域、職場等における活動の調和の取れた生活を営むための支援  

(5) 年齢、障害の有無、国籍及び文化的背景の違い、性別並びに性的指向及び性自認を理由とする日常生活の

支障を取り除くための取組 

(6) 性別並びに性的指向及び性自認を理由とする差別的な取扱い、ドメスティック・バイオレンス、セクシュ

アル・ハラスメントその他ハラスメントの根絶のための取組  

(7) 防災、災害対応、避難所の運営を含む被災者の支援その他災害に関し、男女共同参画と多様性の視点を取

り入れた取組 

(8) 生涯にわたる教育の場における学習機会の提供  

(9) 広報啓発活動の充実及び調査研究並びに情報の収集及び提供  

２ 市は、前項の施策を効果的に推進するため、必要な措置を講ずるものとする。  

 （基本計画） 

第12条 市長は、前条の施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画を定めるものとする。  

附 則 

 この条例は、平成31年４月１日から施行する。
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2 世界・国・県の動向  

(1) 世界の動き  

平成７年（1995年）  第４回世界女性会議（北京）開催  

平成12年（2000年）  国連特別総会「女性2000年会議」開催  

平成17年（2005年）  国連「北京＋10」世界閣僚級会合開催  

平成22年（2010年）  第54回国連婦人の地位委員会（「北京＋15」）開催  

平成27年（2015年）  「持続可能な開発のための2030アジェンダ」（SDGs)

採択（目標5：ジェンダー平等を達成し、すべての女

性及び女児の能力強化を行う）  

平成28年（2016年）  G7伊勢・志摩サミット「女性の能力開花のための

G7行動指針」及び「女性の理系キャリア促進のた

めのイニシアティブ（WINDS）」に合意  

令和元年（2019年）  W20日本開催（第５回国際女性会議WAW!と同時開催）  

 

(2) 国の動き  

平成11年（1999年）  男女共同参画社会基本法制定  

平成13年（2001年）  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に

関する法律（配偶者暴力防止法）制定  

平成15年（2003年）  次世代育成支援対策推進法制定  

平成19年（2007年）  仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲

章、仕事と生活の調和推進のための行動指針策定  

平成27年（2015年）  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（女性活躍推進法）制定  

平成30年（2018年）  政治分野における男女共同参画の推進に関する法律制定  

 

(3) 岩手県の動き  

平成12年（2000年）  いわて男女共同参画プラン（平成12年プラン）策定  

平成14年（2002年）  岩手県男女共同参画推進条例制定  

平成17年（2005年）  いわて配偶者暴力防止対策推進計画策定  

平成18年（2006年）  岩手県男女共同参画センター開設  

平成23年（2011年）  いわて男女共同参画プラン（平成23年プラン）策定  

平成26年（2014年）  若者女性協働推進室を設置  

令和３年（2021年）  いわて男女共同参画プラン（令和３年プラン）策定
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３  男女共同参画と多様性社会に関するアンケート調査の結果(抜粋) 

(1) 調査対象：18 歳から 69 歳までの市民1,200 名（無作為抽出）  

(2) 調査方法：郵送により調査票と回答依頼文書を発送  

回答は「郵送回答」とインターネット上のフォームに入力する

「Web 回答」の２種類  

(5) 調査期間：令和２年 1 月 30 日～令和２年 2 月 28 日  

(6) 回収結果：415 人（回収率 34.5％）女性 225 人、男性 189 人  

 

 

 

 

 

 

 

①アンケート回答状況（年代別）  

項目  

アンケート

用紙による

回答数 

Web 

回答数 

Web 

回答割合 

年代別人口 

※令和元年 

10 月末 

20 代以下 63 7 11% 10,160 人  

30 代  82 12 15% 10,842 人  

40 代  114 14 12% 14,205 人  

50 代  62 10 16% 11,719 人  

60 代  94 3 3% 12,400 人  

計  415 46 11% 59,326 人  

 

 

 

 

 

 

 

 

②世帯構成  

 

項目  (回答数) (割合) 

単身世帯  34 8.3% 

配偶者のみ  71 17.3% 

二世代世帯  206 50.1% 

三世代世帯  82 20.0% 

その他  18 4.4% 

計  411 
 

単身世帯

8.3%

配偶者のみ

17.3%

二世代世帯
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三世代世帯

20.0%

その他

4.4%
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項目  全回答数 
Web 

回答数 

Web 

回答割合 

年代別人口 

※令和元年10 月末 

20 代以下 63 7 11% 10,160 人  

30 代  82 12 15% 10,842 人  

40 代  114 14 12% 14,205 人  

50 代  62 10 16% 11,719 人  

60 代  94 3 3% 12,400 人  

計  415 46 11% 59,326 人  

 (n) 

アンケートの詳細な結果や調査票については  

市ホームページに掲載しています。  

https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu

/chiikidukurika/chiikikyodogakari/3_1/16545.html  

アンケート用紙による回答数  

Web 回答数  

年代別人口※ 令 和 元 年 10 月 末  

20

代
以
下 

30

代 

40

代 

50

代 

60

代 
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③ちがいの認知  

 

問．本調査では、あなたが知っていることやその認識についてうかがいます。あなた

は次の事項を知っていますか。また、あなたの周囲（家族・地域・職場等）では、

それに当てはまる方がいますか。知っているか（１～３）、周囲にいるか（Ａ～

Ｃ）それぞれに対しあてはまるもの１つに〇をしてください。  

 

事項 

知っているか 
当てはまる人が  
周囲にいるか  

知って  
いる  

聞いた
ことは
あるが
内容は
知らな

い  

知らな
い 

周囲に 
いる 

周囲に 
いない 

わから  
ない  

1: 発達障がい ３ ２ １ Ａ Ｂ Ｃ 
2: 外国人技能実習生 ３ ２ １ Ａ Ｂ Ｃ 
3: ＬＧＢＴ ３ ２ １ Ａ Ｂ Ｃ 
4: ダブルケア ３ ２ １ Ａ Ｂ Ｃ 
5: 認知症 ３ ２ １ Ａ Ｂ Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.9%

59.7%

60.7%

22.0%

92.2%

13.7%

22.0%

11.5%

13.1%

4.1%

4.4%

18.3%

27.8%

64.9%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

発達障がい

外国人技能実習生

ＬＧＢＴ

ダブルケア

認知症

知っている 聞いたことはあるが内容は知らない 知らない

36.0%

13.2%

5.8%

6.1%

36.1%

41.7%

63.8%

43.3%

25.7%

47.5%

22.3%

22.9%

50.9%

68.2%

16.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

発達障がい

外国人技能実習生

ＬＧＢＴ

ダブルケア

認知症

周囲にいる 周囲にいない わからない
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④暮らしやすさへの認識  

 

問．市内には、国籍や障がい、そしてライフステージ等において、さまざまな方が住

んでいます。あなたの周囲（地域・職場等）は次の人にとって「暮らしやすい」

と思いますか。あなたが日常生活している中でのイメージ・認識として、それぞ

れの項目に対し最もあてはまるもの１つに〇をしてください。  

 

事項 暮らしやすい 
やや  

暮らしやすい 
やや  

暮らしにくい 
暮らしにくい 

1:知覚に障がいのある人 
（目が見えない、耳が聞こえない等） 

４ ３ ２  １ 

2:身体を動かすことに障がいの 
ある人（歩くことが難しい等） 

４ ３ ２  １ 

3:発達等の障がいで学ぶこと・ 
働くことに制約のある人 

４ ３ ２  １ 

4:外国籍・外国出身の人 ４ ３ ２  １ 

5:日本語を読むことが難しい人 ４ ３ ２  １ 

6:ＬＧＢＴ ４ ３ ２  １ 

7:妊婦とその家族 ４ ３ ２  １ 

8:乳幼児がいる家族 ４ ３ ２  １ 

9:介護が必要な人がいる家族 ４ ３ ２  １ 

 

 

 

 

  

1.0%

0.7%

2.8%

4.5%

0.2%

2.8%

16.7%

15.8%

6.5%

16.6%

17.1%

21.8%

35.7%

17.7%

18.5%

46.0%

47.0%

33.7%

47.8%

45.2%

48.8%

42.5%

47.9%

46.8%

29.4%

29.8%

44.2%

34.7%

37.0%

26.8%

17.3%

34.2%

31.9%

8.0%

7.5%

15.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知覚に障がいのある人

身体を動かすことに障がいのある人

発達等の障がい

外国籍・外国出身の人

日本語を読むことが難しい人

ＬＧＢＴ

妊婦とその家族

乳幼児がいる家族

介護が必要な人がいる家族

暮らしやすい やや暮らしやすい やや暮らしにくい 暮らしにくい
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十分行ってい

る, 21.9%

行っているが

十分ではない, 

33.3%

行いたいと

思っている

が、実際に

は行ってい

ない, 31.3%

行いたいと

思っていな

いし、実際

に行ってい

ない, 13.5%

72.9%

24.6%

0.8% 1.7%

30.0%

34.0%

32.0%

4.0%

19.7%

55.3%

19.1%

5.9%

30.1%

54.8%

8.6%

6.5%

13.0%

32.6%

30.4%

23.9%

十分行ってい

る, 54.0%

行っているが

十分ではな

い, 37.9%

行いたいと

思っている

が、実際に

は行ってい

ない, 4.3%

行いたいと思って

いないし、実際に

行っていない, 

3.8%

十分行って

いる, 40.7%

行っている

が十分では

ない, 44.8%

行いたいと

思っている

が、実際に

は行ってい

ない, 11.9%

行いたいと

思っていな

いし、実際

に行ってい

ない, 2.7%

⑤家事・子育て・介護の役割認識及び行動  

 

問．あなた自身の認識についてうかがいます。それぞれの項目に対し最もあてはまるも

の１つに〇をしてください 

 

1:あなたは家庭において家
事などを行っていますか 

十分行っている 
行っているが 
十分ではない 

行いたいと思ってい
るが、実際には行っ

ていない 

行いたいと思って
いないし、実際に
行っていない 

2:あなたは家庭において子
育てを行っていますか 

その状況
にない 

十分 
行っている 

行っているが 
十分ではない 

行いたいと思って
いるが、実際には
行っていない 

行いたいと思って
いないし、実際に
行っていない 

3:あなたは家庭において介
護を行っていますか 

その状況
にない 

十分 
行っている 

行っているが 
十分ではない 

行いたいと思って
いるが、実際には
行っていない 

行いたいと思って
いないし、実際に
行っていない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

家事-全体 (ｎ=413) 

 

家事-全体 (ｎ=413) 家事-女性 (ｎ=224) 

 

家事-女性 (ｎ=224) 

家事-男性 (ｎ=188) 

 

家事-男性 (ｎ=188) 

子育て-全体 (ｎ=211) 

 

子育て-全体 (ｎ=211) 
子育て-女性 (ｎ=118) 

 

子育て-女性 (ｎ=118) 

子育て-男性 (ｎ=93) 

 

子育て-男性 (ｎ=93) 

介護-全体 (ｎ=96) 

 

介護-全体 (ｎ=96) 

介護-女性 (ｎ=50) 

 

介護-女性 (ｎ=50) 

介護-男性 (ｎ=46) 

介護-男性 (ｎ=46) 

58.5%

35.7%

5.8% 0.0%

注．子育て ・介護 の回答結 果について は、選 択肢「そ の状況にな い」の 回答分を 除いていま す。 
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⑥固定的性別役割分担意識  

 

問．あなた自身の認識についてうかがいます。それぞれの項目に対し最もあてはまるも

の１つに〇をしてください 

 

「夫は外で働き、妻は家庭を
守るべきである」という考え
方についてどう思いますか 

賛成  
どちらかと  
いえば賛成  

どちらかと  
いえば反対  

反対  わからない  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4% 20.6% 19.4% 27.8% 28.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

賛成 どちらかといえば賛成 わからない どちらかといえば反対 反対

1.8% 17.0% 20.2% 31.4% 29.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女性

5.3% 24.3% 18.5% 23.8% 28.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

（参考）年齢別にみた回答状況 

 

（参考）年齢別にみた回答状況 

40

50

60

70

80

H22 H24 H26 H28 H30（％）  

 
（％）  

（参考）市民意識調査における「男性は仕事、女性は家庭」という  
性別による役割分担意識に賛成しない人の割合の推移  

 

（参考）市民意識調査における「男性は仕事、女性は家庭」という  
性別による役割分担意識に賛成しない人の割合の推移  

注．市民意 識調査 では「わ からない」 の

選択肢が無 いため 、本アン ケート結

果とは値が 異なり ます 。 

20代以下 30代 40代 50代 60代以上

ｎ 14 ｎ 2 0 2 2 8

％ 3% ％ 3% 0% 2% 3% 9%

ｎ 85 ｎ 5 13 23 14 30

％ 21% ％ 8% 16% 20% 23% 32%

ｎ 80 ｎ 12 17 26 15 10

％ 19% ％ 19% 21% 23% 24% 11%

ｎ 115 ｎ 17 26 31 17 24

％ 28% ％ 27% 32% 27% 27% 26%

ｎ 119 ｎ 27 25 32 14 21

％ 29% ％ 43% 31% 28% 23% 23%

ｎ 413 ｎ 63 81 114 62 93

％ 100% ％ 100% 100% 100% 100% 100%
合計

年代

賛成

どちらかとい

えば賛成

どちらかとい

えば反対

反対

合計

わからない
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⑦女性活躍の認識  

 

問．あなた自身の認識についてうかがいます。それぞれの項目に対し最もあてはまるも

の１つに〇をしてください 

 

あなたの周囲で女性の能力は
十分活用されていると思いま
すか 

そう思う  
どちらかと  
いえばそう  

思う  

どちらとも  
いえない  

どちらかと  
いえばそう  
思わない  

そう  
思わない  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5% 22.0% 39.0% 22.0% 10.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（参考）各回答項目との比較 

どちらとも いえな い  
どちらかと いえば そう 思わ ない  

そう思わな い  

そう思う  

どちらかと いえば そう思う  

活かされている どちらでもない 活かされていない

ｎ 89 ｎ 40 27 22
％ 28% ％ 41% 23% 21%
ｎ 92 ｎ 25 38 28
％ 29% ％ 26% 32% 27%
ｎ 51 ｎ 8 24 19
％ 16% ％ 8% 20% 18%
ｎ 48 ｎ 8 21 19
％ 15% ％ 8% 18% 18%
ｎ 39 ｎ 16 8 15
％ 12% ％ 16% 7% 15%
ｎ 319 ｎ 97 118 103
％ 100% ％ 100% 100% 100%

活かされている どちらでもない 活かされていない

ｎ 27 ｎ 14 5 8
％ 8% ％ 14% 4% 8%
ｎ 87 ｎ 26 39 22
％ 27% ％ 27% 33% 22%
ｎ 60 ｎ 13 29 17
％ 19% ％ 13% 24% 17%
ｎ 57 ｎ 12 21 24
％ 18% ％ 12% 18% 24%
ｎ 88 ｎ 32 25 31
％ 28% ％ 33% 21% 30%
ｎ 319 ｎ 97 119 102
％ 100% ％ 100% 100% 100%

活かされている どちらでもない 活かされていない

ｎ 55 ｎ 15 18 22
％ 18% ％ 16% 16% 23%
ｎ 70 ｎ 13 29 27
％ 23% ％ 14% 25% 28%
ｎ 184 ｎ 67 69 47
％ 60% ％ 71% 59% 49%
ｎ 0 ｎ 0 0 0
％ 0% ％ 0% 0% 0%
ｎ 0 ｎ 0 0 0
％ 0% ％ 0% 0% 0%
ｎ 309 ｎ 95 116 96
％ 100% ％ 100% 100% 100%

活かされている どちらでもない 活かされていない

ｎ 51 ｎ 21 15 15
％ 16% ％ 22% 13% 15%
ｎ 13 ｎ 8 1 4
％ 4% ％ 8% 1% 4%
ｎ 217 ｎ 60 89 68
％ 68% ％ 62% 75% 67%
ｎ 36 ｎ 8 13 14
％ 11% ％ 8% 11% 14%
ｎ 317 ｎ 97 118 101
％ 100% ％ 100% 100% 100%

わからない

合計

合計

過去はいたが今はいない

いない

女性活躍の認識

女性活躍の認識

職場に外国人が在籍しているか

いる

賃金 合計

日本人が優位

やや日本人が優位

国籍の差はない

やや外国人が優位

外国人が優位

合計

制度が使える状況である

制度はあるが使いにくい

制度がない

わからない

合計

女性活躍の認識

わからない

合計

女性活躍の認識

介護休暇 合計

積極的に活用されている

育児休暇 合計

積極的に活用されている

制度が使える状況である

制度はあるが使いにくい

制度がない

活かされている どちらでもない 活かされていない

ｎ 126 ｎ 28 40 58
％ 32% ％ 24% 26% 46%
ｎ 185 ｎ 45 86 54
％ 47% ％ 39% 57% 43%
ｎ 73 ｎ 37 23 13
％ 18% ％ 32% 15% 10%
ｎ 11 ｎ 5 3 2
％ 3% ％ 4% 2% 2%
ｎ 395 ｎ 115 152 127
％ 100% ％ 100% 100% 100%

活かされている どちらでもない 活かされていない

ｎ 107 ｎ 28 36 43
％ 27% ％ 24% 24% 33%
ｎ 195 ｎ 52 83 59
％ 49% ％ 44% 54% 46%
ｎ 87 ｎ 30 32 25
％ 22% ％ 26% 21% 19%
ｎ 11 ｎ 7 2 2
％ 3% ％ 6% 1% 2%
ｎ 400 ｎ 117 153 129
％ 100% ％ 100% 100% 100%

活かされている どちらでもない 活かされていない

ｎ 68 ｎ 6 26 36
％ 21% ％ 6% 22% 35%
ｎ 90 ｎ 24 35 30
％ 28% ％ 25% 30% 29%
ｎ 152 ｎ 60 55 37
％ 48% ％ 63% 47% 36%
ｎ 2 ｎ 1 1 0
％ 1% ％ 1% 1% 0%
ｎ 5 ｎ 5 0 0
％ 2% ％ 5% 0% 0%
ｎ 317 ｎ 96 117 103
％ 100% ％ 100% 100% 100%

活かされている どちらでもない 活かされていない

ｎ 34 ｎ 4 11 19
％ 11% ％ 4% 10% 18%
ｎ 79 ｎ 22 23 34
％ 25% ％ 23% 20% 33%
ｎ 192 ｎ 63 80 48
％ 61% ％ 67% 70% 47%
ｎ 6 ｎ 4 1 1
％ 2% ％ 4% 1% 1%
ｎ 2 ｎ 1 0 1
％ 1% ％ 1% 0% 1%
ｎ 313 ｎ 94 115 103
％ 100% ％ 100% 100% 100%

暮らしやすい

女性活躍の認識

合計

合計

女性活躍の認識ＬＧＢＴ

暮らしにくい

やや暮らしにくい

やや暮らしやすい

暮らしやすい

合計

女性活躍の認識
発達等の障がい 合計

暮らしにくい

やや暮らしにくい

やや暮らしやすい

女性活躍の認識

昇進・人事評価 合計

男性が優位

やや男性が優位

合計

やや男性が優位

性差はない

やや女性が優位

性差はない

やや女性が優位

女性が優位

合計

業務での重要事項の決定 合計

男性が優位

女性が優位
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⑧職場における性差の認識  

 

問．あなたの所属する職場・事業所・法人等は次の項目で性別による差が生じている

と感じますか。あなたの認識として、それぞれの項目に対し最もあてはまるもの

１つに〇をしてください。  

1:業務での重要事項の決定 
男性が  
優位  

やや男性が  
優位  

性差は  
ない  

やや女性  
が優位  

女性  
が優位  

2:賃金 
男性が  
優位  

やや男性が  
優位  

性差は  
ない  

やや女性  
が優位  

女性  
が優位  

3:休暇制度の利用しやすさ 
男性が  
優位  

やや男性が  
優位  

性差は  
ない  

やや女性  
が優位  

女性  
が優位  

4:昇進・人事評価 
男性が  
優位  

やや男性が  
優位  

性差は  
ない  

やや女性  
が優位  

女性  
が優位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨多様な働き方への対応状況  

 

問．あなたの所属する職場・事業所・法人等では、次の制度がありますか。また活用

されていますか。それぞれの項目に対し最もあてはまるもの１つに〇をしてくだ

さい。  

1:育児休暇 
積極的に 

活用されている 
制度が使える 
状況である 

制度はあるが 
使いにくい 

制度がない わからない 

2:介護休暇 
積極的に 

活用されている 
制度が使える 
状況である 

制度はあるが 
使いにくい 

制度がない わからない 

3:時短勤務制度 
積極的に 

活用されている 
制度が使える 
状況である 

制度はあるが 
使いにくい 

制度がない わからない 

4:フレックスタイム 
積極的に 

活用されている 
制度が使える 
状況である 

制度はあるが 
使いにくい 

制度がない わからない 

5:テレワーク・在宅勤務 
積極的に 

活用されている 
制度が使える 
状況である 

制度はあるが 
使いにくい 

制度がない わからない 

6:副業・兼業制度 
積極的に 

活用されている 
制度が使える 
状況である 

制度はあるが 
使いにくい 

制度がない わからない 

 

 

 

 27.9%

8.5%

17.3%

7.9%

1.9%

1.6%

28.8%

27.3%

22.3%

13.2%

2.8%

12.5%

16.0%

18.8%

12.9%

10.1%

5.4%

5.0%

15.0%

17.9%

28.6%

45.9%

70.3%

61.3%

12.2%

27.6%

18.9%

23.0%

19.6%

19.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

育児休暇

介護休暇

時短勤務制度

フレックスタイム

テレワーク・在宅勤務

副業・兼業制度

積極的に活用されている 制度が使える状況である 制度はあるが使いにくい 制度がない わからない

21.5%

12.5%

1.6%

10.9%

28.4%

20.5%

4.8%

25.2%

47.9%

67.0%

76.8%

61.3%

0.6%

11.1%

1.9%

1.6%

5.7%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

業務での重要事項の決定

賃金

休暇制度の利用しやすさ

昇進・人事評価

男性が優位 やや男性が優位 性差はない やや女性が優位 女性が優位
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18.2%

4.1%

38.9%

13.2%

22.6%

44.0%

16.3%

23.9%

4.1%

14.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

現実

希望

全
体

26.5%

6.8%

41.4%

16.1%

20.4%

46.0%

8.6%

18.0%

3.1%

13.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

現実

希望

男
性

9.6%

1.3%

35.9%

10.3%

25.0%

41.7%

24.4%

30.1%

5.1%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

現実

希望

女
性

⑩ワーク・ライフ・バランスの一致状況  

 

問．あなたの日常生活における、【仕事】【家庭生活】【地域・個人の生活】の優先度

についてうかがいます。希望する優先度と、実際の優先度のそれぞれに対しあて

はまるもの１つに〇をしてください。  

 

1:希望  
【仕事】を  

優先  

どちらかとい
えば【仕事】

を優先  

同じように  
両立  

どちらかとい
えば【家庭】  
【地域・個人
等】を優先  

【家庭】  
【地域・個人
等】を優先  

2:現実  
【仕事】を  

優先  

どちらかとい
えば【仕事】

を優先  

同じように  
両立  

どちらかとい
えば【家庭】  
【地域・個人
等】を優先  

【家庭】  
【地域・個人
等】を優先  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活バランスの希望と現実が一致している人の割合  

不本意ながら  

ワークを優先  

（54.1％）  

不本意なが ら  

ライフを優 先  

（5.7％）  

一致  

している  

（40.3％）  

同じように 両立  

どちらかと いえば  

【家庭 】【地域 ・個人 等】 を優先  

【家庭 】【地域 ・個人 等】 を優先  

【仕事】を 優先  

どちらかと いえば  

【仕事】を 優先  

全
体 

女
性 
男
性 
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⑪ＤＶの認知度・相談窓口の認知度  

 
問．ドメスティックバイオレンス（DV）について、あなたの周囲（家庭・地域・職場

等）で生じていますか。また、行政・民間の相談窓口をご存じですか。周囲で
生じているか（１～３）、相談窓口を知っているか（Ａ～Ｃ）それぞれに対しあ
てはまるもの１つに〇をしてください。  

 

事項 

周囲で生じているか 相談窓口を知っているか  

生じて 
いる  

生じて 
いない  

この用語を 
知らない 

知っている 
知らな

い  
使った
ことが
ある 

使った
ことは
ない 

1:ドメスティック 
バイオレンス（DV） 

３ ２ １ Ａ Ｂ Ｃ 

2: デートＤＶ  ３ ２ １ Ａ Ｂ Ｃ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）配偶者からの被害経験・相談窓口の周知度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内閣府「 男女間 における 暴力に関す る調査 」（ 平成 29 年）より作 成。）  

0.7%

4.5%

71.0%

92.8%

28.2%

2.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

デートDV

DV

生じている 生じていない この用語を知らない

37.4%

54.0%

62.6%

46.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

デートDV

DV

知っている 知らない

9.7% 16.4% 72.3% 1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

被害経験

何度もあった １、２度あった まったくない 無回答

71.6% 25.6%

2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

相談窓口の周知度

知っている 知らなかった 無回答
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５  経過  

 

 

 

 

開催・実施年月日  経過  

令和２年１月31日  

～２月28日  
男女共同参画と多様性社会に関するアンケート実施  

令和２年８月６日  第１回北上市男女共同参画推進委員会開催  

令和２年８月19日  第１回北上市男女共同参画推進会議開催  

令和２年10月１日  

「北上市男女共同参画推進委員会」を「北上市男女共同

参画・多様性社会推進委員会」、「北上市男女共同参画推

進 会 議 」 を 「 北 上 市 男 女 共 同 参 画 ・ 多 様 性 社 会 推 進 会

議」に改称  

令和２年10月13日  第２回北上市男女共同参画・多様性社会推進委員会開催  

令和２年11月４日  第２回北上市男女共同参画・多様性社会推進会議開催  

令和２年12月15日  第３回北上市男女共同参画・多様性社会推進委員会開催  

令和３年１月19日  第３回北上市男女共同参画・多様性社会推進会議開催  

令和２年11月  

～令和３年１月  
関係団体等との意見交換  

令和３年２月24日  

   ～３月12日  
パブリックコメント  

令和３年３月29日  庁議決定  
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６  用語解説  

 

No. 用語  解説  

１  

 

審議会等  

 

当 プ ラ ン に お け る 審議 会 等 と は 、「 政 策 方針 の 立 案 ・

決 定 へ の 女 性 の 参 画 を 促 進 す る 」 と い う 観 点 か ら 、

「地方自治法第２０２条の３に基づくもの（所掌事項

に つ い て 調 停 、 審 査 、 審 議 、 又 は 調 査 等 を 行 う 機

関）」とします。  

２  

 

ポジティブアク

ション（積極的

改善措置）  

 

男女共同参画社会基本法に定められているもので、性

別 に よ る 格 差 を 改 善 す る た め 、 必 要 な 範 囲 内 に お い

て、男女のいずれか一方に対して積極的に機会を提供

す る こ と を 指 し ま す 。 ま た 、 男 女 雇 用 機 会 均 等 法 で

は、労働者に対し性別を理由として差別的取扱いをす

ることを原則禁止していますが、事実上の格差を解消

する目的で行うものに関しては法に違反しないことが

明記されています。  

３  

 

ロールモデル  具 体 的 な 行 動 や 考 え 方 の 模 範 と な る 人 。 当 プ ラ ン で

は、特に、キャリアを考える上で働き方や考え方など

が他者の参考となる人のことをいいます。  

４  

 

家族経営協定  家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやりが

いをもって経営に参画できる魅力的な農業経営を目指

し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就

業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づ

き取り決めるものです。  

５  ダブルケア  育児期にある者（世帯）が、親の介護も同時に担うこ

となどをいいます。ダブルケア当事者は体力的・精神

的に大きな負担を抱えており、国の「平成27年度育児

と介護のダブルケアの実態に関する調査」によると、

全国に約25万人いるとされています。なお、ダブルケ

ア は 「 子 育 て と 親 の介 護 」 以 外 に も 、「 ２人 の 子 育 て

の 内 一 人 が 要 介 護 」で あ っ た り 、「 配 偶 者の 介 護 と 親

の介護」という状況も含みます。  

６  地域づくり組織  各 地 域 内 に 自 主 的 に 組 織 さ れ た 自 治 会 等 を 構 成 員 と

し、北上市地域づくり組織条例に基づき設置された組

織をいいます。当市では16の地域づくり組織が設置さ

れています。  
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No. 用語  解説  

７  アウティング  性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の個人情報につ

いて、本人の了解を得ずに他人に伝えることをいいま

す。  

８  LGBT／  

性的少数者  

「 LGBT」 と は 、 レ ズ ビ ア ン （ 女 性 と し て 女 性 が 好 き

な人）、ゲイ（男性として男性が好きな人）、バイセク

シ ュ ア ル （ 男 性 も 女性 も 好 き に な る 人 ）、ト ラ ン ス ジ

ェンダ－（生まれた時の（戸籍や出生届での）性別と

は異なる性を自認する人）の英語の頭文字をとった言

葉です。「性的少数者」には、 LGBT以外にも、誰に対

しても性愛感情を抱かない人や、自分自身の性を決め

られない・わからない、などさまざまな人がいます。  

また、性自認や性的指向のあり方とは別に、性分化に

かかわる染⾊体やそれによる身体の発達が、多くの人

のあり方と異なる状態の 人もいます。そのような状態

や 人 の こ と を イ ン タ ー セ ッ ク ス と い い 、 LGBTの 言 葉

に合わせ「LGBTI」と表記する場合もあります。  

さらに、性の多様性について述べる際に、国際的には

「SOGI」という言葉を使う場合もあります。  

８-２ 性自認  自分の性をどのように認識しているかをいいます。  

８-３ 性的指向  人の恋愛感情及び性的な関心がどういう対象に向かう

かの指向をいいます。  

８-４ SOGI セ ク シ ャ ル オ リ エ ンテ ー シ ョ ン （ 性 的 指向 ）、 ジ ェ ン

ダーアイデンティティ（性自認）の英語の頭文字をと

った言葉で、誰か特定の人を指すものではなく、すべ

ての人がもっている、それぞれの性的指向や性自認に

関する独自性を意味します。  

９  メディアリテラ

シー  

各種メディアを主体的に読み解く能力や、メディアの

特 性 を 理解 す る能 力、 新 た に普 及 する ICT機 器 に ア ク

セスし活用する能力、メディアを通じコミュニケーシ

ョンを創造する能力。当プランでは特に、適切かつ正

確な情報を発信するための能力をいいます。  

10 自立支援協議会  障がい者及び障がい児への支援体制の整備を図ること

を目的に設置している協議会です。同協議会では、相

談支援事業の運営評価や実施体制の協議、困難事例に

対する対応のあり方の協議、関係機関によるネットワ

ークの構築による障がい者等の生活支援などを行って

います。  
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No. 用語  解説  

11 

 

ド メ ス テ ィ ッ

ク・バイオレン

ス（ＤＶ）  

夫婦、恋人等のパートナー間において、身体的、社会

的、経済的、性的、心理的な危害若しくは苦痛を与え

る 行 為 又 は 与 え る お そ れ の あ る 行 為 の こ と を い い ま

す。  

11-２ 配偶者からの暴

力の防止及び被

害者の保護等に

関する法律  

（ＤＶ防止法）  

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援

等の体制を整備し、配偶者からの暴力防止及び被害者

の保護を測ることを目的とした法律です。  

11-３ デートＤＶ  恋人等のパートナー間において起こる暴力のことをい

います。  

12 

 

ハラスメント  他者に対する発言及び行動等が、本人の意図に関係な

く、相手及び周囲の者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、

不利益を与え、又は脅威を与えることをいいます。ハ

ラスメントの中には、パワーハラスメント、セクシュ

アルハラスメント、マタニティハラスメント等、さま

ざまな種類があります。  

  パワーハラスメ

ント（パワハ

ラ） 

優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を

超えたものにより、労働者の就業環境が害されるよう

な言動のことをいいます。  

  セクシュアルハ

ラスメント（セ

クハラ） 

労働者の意に反する性的な言動により、労働者が不利

益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。  

  マタニティハラ

スメント（マタ

ハラ） 

上司・同僚からの言動により、妊娠・出産した「女性

労 働 者 」 や 育 児 休 業 ・ 介 護 休 業 等 を 申 出 ・ 取 得 し た

「 労 働 者 （ 性 別 を 問わ な い ）」 の 就 業 環 境が 害 さ れ る

ことをいいます。  

  アウティング 

※再掲 

性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の個人情報につ

いて、本人の了解を得ずに他人に伝えることをいいま

す。  

13 はまなすサポー

ト  

性犯罪・性暴力の被害に遭われた方に、産婦人科及び

精神科医療、相談等の心理的支援、捜査関連支援、弁

護士による法的支援等を連携して行うワンストップ支

援体制です。  

14 発達障がい  発達障がいとは、生まれつき脳の一部の機能の発達が

通常と異なっているために、社会生活に困難が生まれ

る障がいです。発達障がいはいくつかのタイプに分類

さ れ て お り 、 自 閉 症 、 ア ス ペ ル ガ ー 症 候 群 、 注 意 欠

如 ・ 多 動 性 障 害 (ADHD) 、 学 習 障 害 な ど が 含 ま れ ま

す。その難しさは目に見えにくいことにあり、本人や

その周囲に誤解やすれちがいが生じることも多くあ り

ます。  

15 外国人技能実習

生  

技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外

国 人 を 日 本 で 一 定 期 間 （ 最 長 5年 間 ） に 限 り 受 け 入

れ、技能を移転する制度です。  
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